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登録有形文化財の申請過程における官民協働の利点と課題

－新宿区神楽坂における実践を通して－

Advantages and problems of public-private partnership on the process of Registered Tangible Cultural Properties
- A case study of  Kagurazaka area -  
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In Kagurazaka area, public and private sectors have been trying to increase the number of Registered Tangible 
Cultural Properties, and have registered five buildings since 2010. The aim of this paper is to clarify advantages 
and problems of public-private partnership on the process of registering historic buildings as Registered Tangible 
Cultural Properties. We found that three advantages are: 1) financial supporting to the project, 2) being familiar 
with administrative service, and 3) enlightening local residents by the information of public sectors. Besides, we 
found that three problems are: 1) lack of connection between the administration and owners, 2) shrinkage of the 
project due to difference between public and private purposes, and 3) how to apply the project to other cases.
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であり、これを便宜上「市民」と呼ぶ。そして、この多様

な市民と行政が協働することを「官民協働」と定義する。

2 研究の位置づけと方法

　登録文化財に関する研究は建造物の意匠や構造、活用に

関する知見が蓄積されている　が、申請過程については 1
章に挙げたような課題があるにも関わらず、その手続きを

概説する記事 しかない。本研究は登録申請時の官民協働

の仕組みや効果を検討する点で新規性と有用性がある。

　官民協働における市民と行政の役割を論じた研究には、

大和市の自治体施策上で位置づけられた役割を三つの類型

から分析した研究  、市川市の行政発意事業における官民協

働の体制を分類して関係を分析した研究  などがある。これ

らに対して、本研究は市民主導である取り組みに行政が関

与する場合の両者の役割を分析する点に特徴がある。また、

市民主導の取り組みに対する行政関与のあり方については

建築協定を対象とした研究  があるが、この研究の市民は主

に協定の対象となる地元住民に限られ、本研究と対象範囲

が異なる。歴史的環境保全の分野では目標都市像の合意形

成過程を論じる中で住民と行政の関係性を分析する研究 が

本研究に近い。ただ、本研究は過程の整理が目的ではなく、

その結果としての官民協働体制が歴史的環境保全に与える

影響に着眼している。また、神楽坂の歴史的環境に関する

研究には路地空間の変容や質を扱った研究  、まちづくり

の経緯に関する研究 がある。これらに対して本研究は登

録事業という最新のまちづくりの展開を扱う点で異なる。

　研究は以下の方法で行う。3章では神楽坂のまちづくりに

おける官民関係の変遷を文献資料 　  から分析する 。これ

を踏まえて 4・5章では登録事業を取り上げ、その仕組みと

展開経緯と成果（4章）および市民・行政の役割と官民協働

1 研究の背景と目的

　歴史的建造物が散在し、地区指定による面的保存が困難

な市街地においては、複数の建造物を登録有形文化財（以

下、登録文化財とする）に登録し、それをまちづくりの中

で繋げることで地域の価値を顕在させることが、保全の有

効な手法と考えられる　。1996年創設の登録文化財制度

は、現在までに 8992件の歴史的建造物を文化財として登

録している　。登録の申請手続きは、制度開始当初には地

方公共団体の教育委員会が主体となって文化庁に申請す

ることが想定され、市民組織の関与は重視されなかった 。
しかし、実際の運用ではむしろ市民とそれに協力する専門

家が調査を先導し、申請書類が作成されることが多い。当

初の想定とは異なる、市民主導の体制で登録が進められて

きたと言える。ところが近年、市民主導の申請過程におけ

る課題として、調査費の負担主体が不明確であることや、

行政関与のあり方などが指摘されている 。特に、冒頭で

述べたようなまちづくりと連動した登録申請の場合、資金

や作業の負担は個別の登録申請よりも大きく、行政からの

支援の必要性は高い。ただし、これまで市民が先導してき

た取り組みであることから、行政支援にあたっては市民と

行政の役割を慎重に検討した上で、官民協働の体制を築い

ていくことが重要と考える。

　そこで本研究は、官民協働によって実施された新宿区神

楽坂の「神楽坂の地域資産を登録文化財として表彰・保全

する事業（以下、登録事業とする）」を事例とし、当地区

のまちづくりにおける市民と行政の関係を踏まえ、事業の

経緯と主体関与の実態を明らかにすることで、登録申請に

おける官民協働の利点と課題を抽出することを目的とす

る。なお、本研究における官民協働の「民」とは地元住民、

建造物所有者、市民組織、地域内・外の専門家などの総称
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の利点・課題（5章）を分析した。筆者は当初から登録事

業に参画しており、その過程の観察を通して得た情報を分

析に用いた。ただし、筆者が関与しなかった事業内容や官

民協働に対する関係者の考え方など、観察から得られない

情報については官民協働の中心的な当事者である新宿区観

光文化国際課　とNPO粋なまちづくり倶楽部（以下、粋

まちとする）に対してヒアリングを実施し、補足した。

3 神楽坂のまちづくりにおける市民と行政の関係構築

3-1 神楽坂の概要

　神楽坂は新宿区の東端に位置する住商混在の地域であ

る。江戸時代は武家地と寺社地によって町割が構成された

が、明治以降はその跡地に花柳界が繁栄した。しかし、第

二次世界大戦中の空襲によって市街地の全域が焼失し、現

在の町並みは戦後に再建されたものである。戦後も花柳

界として栄え、昭和 30年代にピークを迎えたが、その後

は徐々に衰退した。近年は都心回帰の影響を受け、鉄道 5
路線が乗り入れる利便性や往時の花柳界の面影を現在に伝

える歴史的景観が評価され、かつて以上の賑わいを見せて

いる。その一方で開発圧力も自ずと高くなり、結果的に多

くの歴史的建造物が開発行為によって姿を消しつつある。

　神楽坂という地名は、付近の神社における神楽が由来と

いう説が有力視されているが、定かではない　。牛込見附

跡から早稲田方面へと延びる坂道が神楽坂であり、これを

中心とした一帯が、一般的に神楽坂と呼ばれる地域である

（図 1の網掛け部分）。しかし、近年はその周辺部において

も神楽坂の名称が使われるようになった。これまで、粋ま

ちは前者の神楽坂を主な活動範囲としてきたが、登録事業

では後者の広い意味の神楽坂を事業対象　とした。

3-2 神楽坂のまちづくりの歴史と官民関係の変遷（図2）

　神楽坂のまちづくりの契機は、1988年の新宿区による

「まちづくり推進地区」指定だった。これに基づき、1991
年には公募による神楽坂地区まちづくりの会（以下、まち

会とする）が設立された。まち会は町会や商店会などの関

係者で構成された住民組織で、初期は新宿区が事務局を務

めた。したがって、神楽坂のまちづくりの始まりは、契機・

体制ともに行政主導であったと捉えることができる。

　その後、まち会は新宿区の支援を受けながら「(1)神楽

坂地区まちづくり推進計画」を策定し、解散した。しかし、

会員有志によって行政から独立した住民組織として活動が

継続され、「(2)まちづくり憲章」などを作成した。さらに

まちづくり協定の締結も目指していたが、地権者の参加が

少ないまち会だけでの達成は困難であった。これに対して、

新宿区は協定締結を前提とした街なみ環境整備事業を 1997
年から導入し、まち会の活動を積極的に後押しした。同時

期に「(3)神楽坂 3丁目で発生したマンション紛争」の影響

で住民意識が高まったこともあり、「(4)神楽坂通り沿道 1
〜 5丁目協定」は無事に締結された。この時期は行政から

独立した住民組織が活動を始めた一方、制度や事業の実現

に関しては行政への依存が大きかったと判断できる。

図 1：神楽坂の範囲

　2000年に「(5)神楽坂 5丁目で発生した超高層マンショ

ン紛争」と、ここに端を発する地区計画の議論は、それ

までの神楽坂のまちづくりにおける官民関係を一変させ

た。超高層マンション計画を前に、住民は憲章や協定によ

る景観誘導に限界を感じ、より法的拘束力の強い地区計画

策定の検討を始めた。ここまでの経緯を考えると新宿区が

積極的に支援することを予想できるが、地元住民発議によ

る検討であるという理由から新宿区は静観の立場を取り、

結果的に議論は停滞した。ただし、この間に市民は地域に

縁のある建築・都市計画・法律などの専門家を集め、まち

づくり事業を展開できる市民組織として粋まちを設立した

（2003年）。また、大学関係者などの外部専門家も積極的

に関与するようになり、地区計画策定に向けた体制が強化

されている。2004年、新宿区は漸く地区計画の策定に乗

り出し、旧知のまち会に提案を求めた。「(6)計画案の作成」

は、まち会を通して粋まちに委ねられ、ワークショップや

勉強会を経て新宿区とまち会、商店会などに提示された。

時を同じくして、神楽坂の正式な合意形成組織として神楽

坂まちづくり興隆会が設立され、地区計画策定に向けた市

民の体制は整った。しかし、これに対する新宿区の反応は
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決して市民を満足させるものではなく 、地区計画策定に

は多くの時間が費やされた。以上のように、この時期は行

政関与が消極的になったことが原因となって市民に行政不

信の感情が発生した。一方で、市民の自発的な活動が求め

られた結果、市民の体制は強化され、活動の自立性や事業

の提案能力が高められたと考えられる。

　地区計画の検討が停滞する中、「(7)神楽坂 4丁目でマン

ション紛争」が発生した（2006年）。三度目の紛争となる

この計画も変更させることはできなかったが、市民と行政

に地区計画の早期策定を決意させる重要な契機となった。

粋まちは「(8)神楽坂 4丁目単独での地区計画策定」を町会

関係者に打診し、地権者の 7割以上の賛同を得ることに成

功する。この成果から、新宿区は粋まちに対して 3丁目と

5丁目の一部を範囲に加える提案をする。その後は新宿区

が先導するかたちで策定作業が進められ　、2007年に「(9)
神楽坂三・四・五丁目地区地区計画」が策定された。新宿

区への作業移行は円滑だったと粋まち側は高く評価してい

る。この時期は、一転して行政が積極的に関与するように

なったが、市民の体制が成熟していたため、両者は対等な

力関係の下に協力することができたと考えられる。

　ここまでに培われた市民側の多様な主体の連携は、市民

によるまちづくり活動の推進力となった。その後の「(10)
粋なまちなみ規範（2010年）」や「(11)神楽坂通り地区地

区計画（2011年）」の作成もこの体制で行われた。行政主

導の計画づくりに端を発した神楽坂のまちづくりは、市民

主導で事業や施策を提案し、行政が支援するという構造へ

変化したと言える。そして、「(12)登録事業」も上記の多様

な市民と行政の協力関係の中で実施されたと捉えられる。

4 神楽坂における登録事業の展開

4-1 登録事業の開始に至る経緯（図3の2009年度）

　神楽坂では新しい建設行為を許容しつつも、これらを地

区計画などで誘導することによって、歴史的景観の保全が

図られてきた　。しかし、度重なる開発計画によって確実

に歴史的建造物は姿を消しており、これを防ぐ有効な手だ

てがないことを粋まちは問題視していた。2009年に粋ま

ちは歴史的環境保全をテーマとした連続勉強会　を開催

し、その初回で登録文化財を扱ったことを契機に登録事業

の検討が始まった。登録文化財は規制が緩やかで大幅な現

状変更も可能であることから、粋まちの動態的都市保全の

理念とも合致し、また開発圧力の高い神楽坂でも受け入れ

られやすいという点が着目された。一方で、登録文化財だ

けで歴史的建造物を十分に保護することは困難という面も

あるが、登録文化財を通して歴史的建造物の価値を住民に

認識してもらい、破壊される時に議論が起こるような土壌

を作ることでこれを補おうという、まちづくり的な意図も

存在した。事業の検討は粋まちの事務局と建築家グループ

（以下、建築Gとする）を中心に行われ、新宿区の協働事

業提案制度　に応募された（a）。
　粋まちが応募した 2010年度の協働事業には 14の市民組

織からの提案があり、これらは新宿区協働事業提案制度審

査会によって審議され、最終的に 3事業が採択された。粋

まちの登録事業は歴史的建造物の保全、まちづくりへの展

開、市民主体の活動、観光や経済への好影響といった点が

評価され　、採択に至った。ただし、他地区への展開が課

題として指摘され、事業終了後に新宿区内の全域で利用可

能な登録文化財申請の手引き書を作成することが採択の条

件として付加された。また、協働のパートナーとなった文

化観光国際課は新宿区内の登録文化財を増やし、観光政策

に活かす契機　として、粋まちの提案を高く評価していた。

加えて、これまでのまちづくりを通じて旧知の仲である粋

まちは、協働事業にあたり特別な信頼関係の構築を図る必

要がなかった点も、事業運営において有利に働いた（b）。
4-2 登録事業の展開経緯（図3の2010-2011年度）

　以上のような経緯・評価を経て協働事業として採択され

た登録事業は、2010年度から 2年間実施された　。年間

予算は新宿区負担で 500万円、このうち 50万円は担当職

員の人件費として計上される。また、予算は一度に全額が

支払われるわけでなく、前払いとなる調査運営費と調査の

進捗状況に合わせた出来高払いに分割して支払われた。そ

の結果、両年ともに約 400万円の事業費が補助された　。

登録事業の展開経緯は、以下のように企画・調査・発信の

三段階に分けることができる。

(1)企画段階の経緯

　登録事業における調査内容の計画は粋まち事務局と建築

G、事業以前からの協力者である大学生グループ（以下、

大学Gとする）によって 2010年 4月初旬に始められた。

最初の打ち合わせでは事務局から、調査は神楽坂全域を対

象とする歴史的建造物の概略調査と個別の建造物の実測調

査の二段構成であること、既に幾つかの登録候補が考えら

れていることなどが伝えられた。つまり、調査計画の大枠

は事業開始前に事務局と建築Gの手で決定されており、大

学Gは調査方法や内容の検討に補佐的に参画するという体

制がとられた。建築Gと大学Gが調査内容を検討する間、

事務局は地元住民に対する説明会の準備を行った（c）。
(2)2010年度の登録事業の経緯

　調査と発信は同時並行で進められたため、以下では時系

列で事業の経緯を説明する。

　本格的な調査開始に先駆け、3・4月に概略調査範囲の

町内会長に対する説明が実施された。また、　6月には地元

住民向けの事業説明会が 2回開催された。ここでは建築G
や外部専門家、新宿区が登壇し、地元住民に対して登録候

補の推薦シートを配付して事業への参加を訴えた（d）。調

査活動は 6月下旬から始められ、概略調査として神楽坂の

約 2700棟の建造物を悉皆的に調査した。その結果、築 50

14)

(9)

(10)

16)

(11)

(13)

(12)
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事
業
提
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実施
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登録
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審
議
／
採
択
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略
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図 3：登録事業の主な流れ
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年以上と推測される建造物を 613件抽出し、うち 84件を

登録文化財の候補として概要をまとめている（e・f）。さ

らに、概略調査の集計と並行して登録候補の建造物所有者

に対する実測調査の打診が行われ、8月下旬に 3件の実測

調査が行われた。調査体制は概略、実測調査ともに粋まち

の事務局と建築G、大学Gで構成され、建築Gが常に先

導した（g・h）。また、実測結果の作図作業では建築Gが

平面図や所見などの専門性の高い作業を担当し、大学Gが

配置図などの比較的容易な作業を担当した。さらに、10
月にも 1件の実測が行われた他、別グループ　により 2件
の調査が行われている。したがって、2010年度の実測成

果は 6件で、このうち 5件が登録文化財となった（i）。
　また、調査活動と並行して計 5回の勉強会が実施され

ている。主に登録文化財制度の仕組みやまちづくりへの活

用方法を地元住民などに伝えることを目的とし、事務局が

主導して実施し、講師は建築Gや大学G、外部の建築専

門家が務めた（j）。
(3)2011年度の登録事業の経緯

　2年目の登録事業は、東日本大震災の影響を受けて延期

となっていた 1件の実測と前年度の成果報告会「文化財登

録を地域で慶ぶ記念シンポジウム」から始まった。報告会

には登録された建造物の所有者も参加し、歴史的建造物を

維持してきたことに対する感謝状が手渡されている（k）。
　2011年度として最初の調査は市ヶ谷方面へ範囲を拡大

した概略調査だった。前年度とは異なり、全棟を悉皆的に

見るのではなく、登録候補となり得る建造物を限定して調

査した（e）。この調査では 10件の建造物が新たに登録候

補として抽出され（f）、うち 3件で実測調査が行われた。

この他に前年度の候補物件 1件と別グループによる 1件
の実測調査が行われ、2011年度の実測成果も 6件だった。

ただし、申請作業が遅れたため、事業期間内の登録は実現

しなかった。調査体制は前年度と同様、事務局と建築G、

大学Gによる構成が主である。ただし、調査の後半には

地元住民の参加も見られるようになった（g・h・i）。
　さらに前年と同様、調査と並行して勉強会やシンポジウ

ムが実施された。登録事業の成果報告やまちづくりへの展

開の可能性についての議論が中心で、内容は前年と異なる。

また、登録文化財の所有者による建造物の歴史や特徴など

に関する発表も行われた（j）。さらに、2012年 3月に事

業の締めくくりとして開催されたシンポジウムにも、新宿

区や建築G、大学Gなど事業実施側の関係者に加え、登

録文化財の所有者が登壇し、登録事業が地域に与えた効果

について様々な市民の立場からの意見が寄せられた（k）。
4-3 歴史的景観保全に与えた効果と課題

　2年間の登録事業における実績を見てみると登録候補の

抽出が 94件、実測調査が 12件、登録が 5件（他 2件が

申請中）だった。事業開始以前の新宿区内の登録文化財数

が3件であったことを考えると大きな成果と言える。また、

多種類の建造物が登録されたことで神楽坂の文化の多様性

が顕在化されたこと、粋まちや新宿区が神楽坂にある歴史

的建造物の数・場所・概要を把握できたこと、登録文化財

あるいは歴史的建造物の所有者と粋まちの間に繋がりがで

きたこと　などが、今後のまちづくりや歴史的環境保全に

とって有益であったと考えられる。その他、地域住民や所

有者の認識を高めたことも登録事業の効果と言える。登録

事業の終盤には地域住民が調査に参加するようになり、ま

た勉強会やシンポジウムでは所有者自らが建造物の魅力を

語るようになった。登録事業を通して、神楽坂のまちづく

りに関わる新たな主体が登場し、より多様で重層性のある

市民の体制が構築されたと評価できる。

　一方で課題としては、登録申請の直前に相続や営業への

影響を憂慮した所有者が同意を撤回し、申請できなかった

事例が幾つかあることが挙げられる。今後、まちづくりの

中で歴史的建造物の所有者に対する登録の利点を拡充して

いく工夫が必要だろう。また、登録事業を通して文化財に

興味を持つようになった地元住民を実測調査に参加させる

仕組みをつくることが、まだ約 80件も残っている登録文

化財候補の調査には欠かせない検討課題と考えられる。

5 官民協働による登録文化財申請の利点と課題

5-1 市民と行政の登録事業への関与の実態

　さて、ここで改めて登録事業に対する多様な市民と行政

との関与を整理し、官民協働において双方が担った役割を

明らかにしたい。表 2からもわかるように、登録事業の全

体を通して粋まちの事務局と建築Gが多くの役割を担っ

た。特に、渉外活動の全てを担当した事務局のY氏と建

築Gを先導したW氏の負担は大きかった　。この粋まち

を軸とした活動に大学Gが補佐的に関わる体制で、今回

の登録事業の市民の活動は実施された。事業後半になると

所有者が発信側としてシンポジウムに参加し、地元住民も

調査に参加するようになるなど、市民の連携に広がりが見

られた。その反面、表2の発信段階からは地域外専門家の

(14)

名称 場所 登録 建物種類／失敗要因

1 矢来能楽堂 矢来町 2011.07 能楽堂

2 旅館 W 神楽坂 4丁目 - 和風建築／相続

3 宮城道雄記念館・検校の間 中町 2011.07 書斎

4 鈴木家住宅主屋 横寺町 2011.07 和風建築

5 高橋建築事務所社屋 矢来町 2011.07 洋風建築

6 旧常盤家本館 神楽坂 3丁目 2011.10 花街建築

7 教会 E 矢来町 - 教会建築／解体

8 個人住宅 A 北山伏町 申請中 洋館付き和風建築

9 商業施設 K 市谷柳町 - 銀行建築／営業への影響

10 銭湯 A 神楽坂 3丁目 - 銭湯建築／相続

11 寮 I 横寺町 申請中 和風建築

12 寺院 R 市谷薬王寺町 準備中 寺院建築

表 1：実測調査と登録申請の実績

図 4：登録された高橋建築事務所社屋（左）と旧常盤家本館（右）

(15)

(16)
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関与が減少したことも読み取れる。登録事業が地域内の人

材によって展開される場面が増加したことが窺い知れる。

　行政が先導的に関与したのは (1)地域住民への説明、(2)
広報活動、(3)東京都・文化庁との調整の 3点だった。(1)
は調査範囲内の町内会長宅を訪問しての説明と、地元住民

を対象とした説明会の開催である。新宿区は特に前者の実

施を重視した。一方で、実測調査と登録申請に関する所有

者との交渉は粋まち事務局が担当した。ここでは行政も同

行すべきかという議論があったものの、地域に根づいて活

動する市民組織が実施したほうが効果的であると判断さ

れ、行政は後方支援に回った。(2)については新宿区の広

報紙を媒体とした宣伝活動が数回に渡って行われた。(3)
は建築Gが作成した申請資料についての東京都教育委員

会とのやり取りや、文化庁担当官の視察対応などを行った。

この他に申請資料作成時に行政資料の提供も行った。

　このように登録事業では企画・調査・発信の全ての段

階を粋まちの事務局と建築Gを中心とした市民が担当し、

行政は広報や住民説明などの後方支援に徹した。事業開始

前には行政が独自に調査を行うことや、勉強のために粋ま

ちの調査に参画することを想定していたが、担当者が他の

業務のために多忙であり、実質的な作業を担うには至らな

かった。そのため、登録事業の実施は市民に委ねられ、一

般的な登録申請と同じ体制をとることとなった。それ故

に、市民活動の自立性が担保され、市民と行政の間に上下

関係が発生しなかったと考えられる。実質的な作業を担え

なかったことを行政側は問題視しているが、市民側はむし

ろ適切な自由度が与えられたとを高く評価している。ここ

に、市民主導の取り組みに行政が関わる際の、両者の協働

に関する考え方の違いが見て取れる。

5-2 登録事業における官民協働の利点

　以上のような官民協働の体制で登録申請を行う利点とし

て、まず第一に調査費用の補助が挙げられる。神楽坂の場

合は一度の実測調査に少なくとも 4名以上の人員が参加

しており、これを複数回実施することは市民組織の予算だ

けでは困難だったと考えられる。一方、登録文化財の増加

を目論んでいた行政も専任の人材を雇用することは困難で

あり、これを市民の手で実現できるという利点があった。

双方の思惑が合致し、より有効な支援になったと言える。

　第二に登録申請に関する行政業務が身近になったことが

挙げられる。前節の (3)に該当する行為は通常の行政業務

でもあるが、官民協働で登録事業が行われたことで市民が

行政に相談し易い環境作りがなされ、円滑に情報のやり取

りが行われたと考えられる。この親密な関係の構築を粋ま

ちは資金援助よりも高く評価しており、協働事業終了後も

同じような連携が維持されることを強く期待している。新

宿区としても、このような連携を通して登録申請の実態を

把握できたことを利点と捉えており、今後の歴史的環境保

全の施策・業務にも好影響を与えると予想できる。

　第三に行政の情報発信による地域住民の意識啓発が挙げ

られる。登録事業では事前説明会を実施したが、参加者は

歴史的環境に興味を持つ一握りの住民であり、その他大多

数の住民には説明が行き届かなかった。これに対して、新

聞折込である新宿区の広報紙は広く区民の目に留まり易

い。登録事業の説明や成果が繰り返し発信されたことで、

事業に興味を持ち、事務局に問い合わせをする地元住民も

徐々に増加していった。これは地元住民が登録文化財に関

心を持つ契機となったことを示し、一定の評価ができる。

5-3 登録事業における官民協働の課題

　しかし、幾つかの課題も存在する。まず、建造物所有者

と行政の接点が欠如していたことが挙げられる。登録事業

では粋まちが所有者との交渉を一任された。ここで生まれ

た信頼関係は高く評価すべきものであるが、これを所有者

の視点から考えると非営利で活動する市民組織に対して否

定的な意見は言い難く、不安を内に秘めたまま登録申請の

間際まで至ってしまう可能性もある　。一方で、行政に対

しては不満を言い易いものであり、交渉の早い段階から所

有者と行政の接点も設け、少しずつ不安を解消していくこ

とが所有者を同意に導く、より有効な手段と考えられる。

したがって、所有者との接点を官民の双方に設けることを、

今後検討すべきと考える。

　第二に市民と行政の思惑の違いが事業内容に影響した点

を指摘できる。登録事業の実施内容は両者の思惑が大凡一

実施内容

関係主体

備考（登録事業における主体同士の関係性について）

市民 行政

-
住民
組織

専門家的な
市民組織 外部専門家

新宿区所有者
地元
住民

粋まち

大学 G
地域外
専門家事務局 建築G

登
録
事
業
の
実
施
段
階

企
画

実施枠組の計画 - - ◎ ◎ - - △ 粋まちが計画を作成し、決定した。新宿区は必要に応じて計画内容に意見を述べた。

調査内容の計画 - - ○ ◎ ○ - △ 粋まちと大学 Gが計画を作成した。新宿区は必要に応じて計画内容に意見を述べた。

発信内容の計画 - - ◎ ○ - - ○ ポスター・チラシは粋まちが作成し、新宿区の内容確認を経て、地域に配布された。

調
査

町内会説明 - ▲ ○ - - - ◎ 特に新宿区が必要性を認識し、事務局を先導する形で実施された。

地元説明会 - ▲ ◎ ○ ▲ ○ ○ 事務局が建築 G・地域外専門家・新宿区を招聘し、住民に説明と協力依頼をした。

概略調査 - △　 ○ ◎ ○ - - 粋まちと大学 Gが調査を行い、地元住民には推薦シートによる候補の推薦を求めた。

候補物件への交渉 ▲ - ◎ - - - △ 事務局が一任したが、申請が断られるなどの困難な問題には新宿区も協力した。

実測調査 ▲ -→△ ○ ◎ ○ △ △ 粋まちと大学Gが調査し、後半は住民も参加した。新宿区は調査の確認のみを行った。

申請資料の作成 - - - ◎ ○ - △ 建築 Gと大学 Gが作成し、必要な行政資料（確認申請資料など）は新宿区が提供した。

申請資料の提出 - - △ - - - ◎ 申請資料は新宿区が東京都教育委員会と文化庁に提出し、やり取りを一任した。

発
信

勉強会への参加 -→○ ▲ ◎ ○ ○ ○→△ ▲ 事務局が先導し、後半は所有者からの情報発信もあった。新宿区は聴衆として参加。

成果報告会への参加 △→○ ▲ ◎ ○ ▲→○ ○→ - ○ 粋まちと新宿区が中心となり、後半は所有者や大学 Gも主体的に参加した。

全体の広報活動 - - ○ - - - ◎ 新宿区の広報紙を用いて、積極的に広報活動を実践した。情報は粋まちが提供した。

表 2：登録事業における多様な市民と行政の役割分担

(18)

(17)

凡　

例

◎：先導的な関与　　　○：主体的な関与　△：従属的な関与　
▲：受動的な関与　 　　-：関与なし　　　→：事業中の変化
　：中心となる主体群　　：主体間関係の方向性
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(5)2012年4月に改組し、現在は文化観光課となっている。
(6)登録事業の対象範囲は神楽坂1〜6丁目、下宮比町、揚場町、津久戸町、
筑土八幡町、白銀町、赤城元町、矢来町、横寺町、箪笥町、細工町、北町、
岩戸町、袋町、若宮町、市谷船河原町で、2年目は市ヶ谷方面に広げられた。
(7)住民提案型地区計画の策定には地権者の2/3の同意が必要である。神楽
坂4丁目ではこれを実現したが、神楽坂3丁目は地上げが進んでいて実現が
困難だったため、地権者の同意を必要としない行政主導型へと移行した。
(8)粋まちはこれを「動態的都市保全」と称し、活動の理念としている。
(9)2009年の粋まち主催の神楽坂・粋な住まいと建築塾は「神楽坂の歴史文
化的資産を失わぬために」がテーマで、初回は後藤治教授（工学院大学）の
「神楽坂の文化的景観の保全活用と文化資産の登録制度について」だった。
(10)この制度は、行政だけでは解決困難な地域課題を、市民組織などと協力
しながら効果的に解決することを目的に、2006年度から実施されている。
(11)新宿区は年に数棟のペースで歴史的建造物の調査を行っていたが、事業
開始前までに文化財として登録されていたのは、僅か3棟であった。
(12)当初は単年度契約だったが、2010年度の実績が評価されて延長された。
(13)出来高は調査・登録答申・修繕計画の実績で評価される。1年目は修繕、
2年目は登録答申の実績がなく、予算は100万円ほどが未消化となった。
(14)神楽坂に居を構える建築事務所が、自身の所有する建造物を独自に調査
した。調査費用は登録事業から捻出されている。
(15)例えば、宮城道雄記念館・検校の間は東日本大震災の影響を受けて雨漏
りするようになったが、所有者からの相談を受けた粋まちが職人を紹介し、
修繕された。このような繋がりは登録事業以前には見られなかった。
(16)Y氏は神楽坂出身で粋まちの事務局長を務める。地域との繋がりが強い
ことから、渉外活動の全てを担った。W氏は神楽坂での勤務経験もある建築
家で登録文化財調査の経験が豊富だったことから、調査の大部分を担当した。
(17)分析は経緯の観察とヒアリングで得た情報に基づく。主体の関与につい
ては、「◎」を決定権を持ち他主体の関与を促す行為、「○」を活動内容を直
接的に担う行為、「△」を前二つの行為を補助する行為、「▲」を前三つの行
為を受け入れる行為と設定し、それぞれの主体の関与を評価した。
(18)例えば、商業施設Kの所有者は直接交渉していた粋まち事務局ではなく、
新宿区に登録申請の断りを申し入れている。
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致していたので問題なかったが、行政の体制については相

違が存在した。つまり、まちづくりへの展開を視野に入れ

て提案していた粋まちは事業に都市計画部局も参画するこ

とを望んだが、新宿区は事業をあくまで文化観光政策と捉

えていた。この違いから都市計画部局の参加は見送られ、

登録事業の幅は狭められたと言える。しかし、登録事業の

勉強会などでまちづくりの議論を行ったことで、相違は軽

減していった。今後も引き続き議論を重ねる必要がある。

　第三に登録事業のモデルの汎用性という点で課題が残

る。神楽坂ではまちづくりの過程で多様な市民の連携や行

政との協力関係が形成されており、これが登録事業の円滑

な展開を可能とした。さらに、市民の多様化の中で登場し

た専門家的な市民組織が登録事業の中心的役割を果たした。

このように充実した市民側の体制があったことが、多数の

登録実績と市民主導のまちづくりの広がりに繋がったと考

えられる。したがって、他地域に応用する場合は文化財保

護の視点だけでなく、専門家的な市民組織の育成や多様な

市民と行政の信頼関係の構築など、まちづくりの視点を含

めた長期的な枠組を検討することも必要と考えられる。

6 結論

　神楽坂の登録事業は 94件の登録候補を抽出し、12件の

実測調査を実施し、5件を文化財登録するという成果を上

げた。事業の分析を通して得られた登録申請における官民

協働に関する知見は、以下の通りである。

(1)主体関与の実態は、実施内容の全般を市民が担当し、

行政は住民説明や広報などで市民の活動を後押しする体制

をとった。行政が深く関与しなかったことで市民活動の自

立性が維持され、事業を主導した市民はこれを適切な自由

度だったと評価している。

(2)官民協働の利点としては、調査費用の補助、身近な行

政業務の享受、情報発信による住民啓発などが挙げられる。

資金援助よりも行政との密な協力関係が構築された点がよ

り有益であったという市民の意見は特筆に値する。

(3)一方で神楽坂における官民協働の課題は、所有者と行

政の接点が欠如していたこと、官民の思惑の違いが事業の

幅を狭めたことであり、改善の余地がある。

(4)以上でまとめた神楽坂の登録事業では、まちづくりの

過程で生まれた多様な市民と行政の協力関係と専門家的な

市民組織の存在があったことで、円滑に成果を上げること

ができたと考えられる。したがって、市民側の体制が十分

に成熟していない他地区に応用する場合、専門家的な市民

組織の育成や多様な市民と行政の連携構築など、まちづく

りの視点を含めた枠組に修正することが必要と考える。

【補注】
(1)例えば茨城県桜川市真壁地区や福島県喜多方市では、登録文化財制度を
活用した歴史的環境保全型のまちづくりが行政主導で展開されている。
(2)2012年4月20日に報道発表された文化審議会の答申を参照した。
(3)例えば参考文献3)4)など多数。
(4)主観的な視点からまちづくり経緯を整理した参考文献13)と客観的な視
点から整理した参考文献12)14)を用いることで、情報を網羅的に把握した。
不足する情報についてはヒアリングを行い、事実関係を整理している。
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